
土地所有者の皆さまへ

後退用地の

寄附に

ご協力ください

岐阜市役所 基盤整備部 土木調査課（地理係） 058−214−7064

災害時には…
消防車や救急車の進入が困難
危険箇所から、速やかに避難できない

日常生活では…
歩行者・自転車が通行するのに危険
自動車同士のすれ違いが困難

寄附を条件に土地の確定測量、分筆登記にかかる費用
を市が負担 (※１）

前面道路が通行しやすくなることで、資産価値UP

従来発生していた維持管理費が０に
（岐阜市が維持管理します。）

岐阜市が管理する公道で、以下のいずれかの道路

岐阜市が認定している道路（認定道路）で、
幅員４メートル未満

岐阜市が認定していない道路（認定外道路）で、
幅員1.8メートル以上４メートル未満
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主な注意事項

事業の流れ

協議書または寄附申請書の提出

所有権移転

完 了

事前相談


